
NO 質問内容 回答
1 遺伝カウンセリング料を申請する場合、初診料は含まれますか。 初診料も助成対象です。

2 遺伝カウンセリングを実施したが、遺伝カウンセリング料の⽀払い
はなく、初診料のみ⽀払った。申請することはできますか。

初診料も助成対象としているため、初診料のみでの申請も可能です。

3
複数の医療機関で遺伝カウンセリングを受けた場合、それら全てを
申請することはできますか。

検査に関係する遺伝カウンセリングは申請対象となります。ただし、申請は⼀⼈１回のみ、上限１万円です。

4
カウンセリングを複数⽇にわたって⾏った場合、いつの年齢が18歳
以上69歳以下であれば申請可能ですか。

初回の遺伝カウンセリング実施⽇です。

5
令和６年３⽉に遺伝カウンセリングを受け、令和６年４⽉に検査を
受けました。遺伝カウンセリングに要する費⽤について助成の申請
をすることができますか。

令和６年４⽉１⽇以降に実施した遺伝カウンセリング、検査が対象です。令和６年３⽉に受けた遺伝カウンセリングは助成対象
外です。

遺伝カウンセリングに要する費用について




